
中山町告示３５号 

 中山町開業チャレンジ補助金交付規程を次のように定める。 

  令和８年３月１３日 

中山町長 佐 藤 俊 晴 

   中山町開業チャレンジ補助金交付規程 

（趣旨） 

第１条 この告示は、町内での商工業者の開業を促進し、町の地域経済活性化を図

るため、新たに町内で開業する者が支払う開業に要する経費の一部に対し補助金

を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則（昭和４０年規則

第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 法人等 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合 

⑵ 開業 次のいずれかに該当するものをいう。 

イ 事業を営んでいない個人が所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２９

条に規定する開業の届出等（以下「開業届等」という。）により、新たに事

業を開始するもの 

ロ 事業を営んでいない個人が新たに法人等を設立し、事業を開始するもの 

 ⑶ 空き家 町内に存する一戸建て住宅で、現に居住していないもの又は今後も

居住される見込みがないものをいう。 

 ⑷ 空き店舗 町内に存する事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所又は

その他の事業活動の施設及び今後も活用する見込みがない施設をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号

のいずれにも該当する者とする。ただし、過去にこの規程による補助金の交付を

受けた個人及び法人等並びに個人が代表者となる法人等を除く。 

⑴ 交付申請する年度の前年度の３月１１日から当該年度の３月１０日の間に別

表１に定める業種の事業を開業する者 



⑵ 実績報告までに創業塾を修了又は特定創業支援事業の支援を受けた証明を受

けることができる者 

⑶ 商工関係団体より開業相談及び開業計画策定支援を受けた者 

⑷ この補助金の交付を受けた後も町事業等への協力及びフォローアップ調査等

を受けることができる者 

⑸ 町税等の滞納のない者 

⑹ 中山町暴力団排除条例（平成２４年条例第１０号）第２条第３項に規定する

暴力団員等でない者 

⑺ 開業する事業を町内で２年以上継続する意思のある者 

⑻ 町長が補助するにあたり適切と認める者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、開業する

ための準備に係る事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 町内に本店又は主たる事業所、支店、営業所等を設置するもの 

⑵ 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業でないもの 

⑶ 開業する事業が公序良俗に反していないもの 

⑷ 宗教活動又は政治活動を目的とするものではないもの 

⑸ フランチャイズ加盟店又は大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）

第２条第２項に規定する大規模小売店舗に係る事業でないもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付

の対象としない。 

 ⑴ 他の事業者の事業資産等の譲渡を受けるもの 

 ⑵ 町長が補助するにあたり不適切と認めるもの 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、開業

準備に要する経費であって、開業する年度の３月１０日までに支払が完了した経

費のうち、別表２に定めるものとする。ただし、補助対象者が消費税の納税義務

者の場合は、算出した額から消費税及び地方消費税の額を除いた額（国、県、町

又は他の団体等による他の補助金等の交付の対象となる経費を除く。）とする。 



（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の５分の４を乗じた額又は１５０万円のいず

れか低い額に、次の各号に掲げる要件に応じ当該各号に定める額を加算した額と

し、予算の範囲内において町長が決定する。ただし、補助対象者が法人等の場合

は、法人等又は当該代表者により要件を確認するものとする。 

⑴ 補助対象者が交付申請する年度の４月１日以降に転入した場合 ２０万円 

⑵ 補助対象者が申請する前年度の３月３１日時点で３５歳未満である場合 １

０万円 

⑶ 補助対象者が開業する事業の用に供する目的で空き家又は空き店舗購入に係

る不動産売買契約を締結した場合 ２０万円 

２ 前項により算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て

るものとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、中山町

開業チャレンジ補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添

付して申請するものとする。 

⑴ 開業計画書（様式第２号） 

⑵ 収支予算書（様式第３号） 

⑶ 町税等納付状況確認同意書（様式第４号） 

⑷ 見積書の写し又は金額を証明できる書類 

⑸ 補助対象経費の内容が確認できる資料 

⑹ 現在事業を営んでいないことがわかる書類 

⑺ その他町長が必要と認める書類 

２ 前項に定める開業計画書（様式第２号）の提出にあたっては、中山町商工会等

の商工関係団体の署名及び代表者印の押印を受けること。 

（条件） 

第８条 規則第７条第１項第１号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変

更とする。 

⑴ 補助対象経費の１０分の２を超える増減 

⑵ 開業計画書（様式第２号）に記載のない補助対象経費の追加 



⑶ 補助金交付申請額の増額 

２ 規則第７条第１項第１号の規定により、補助事業の変更について町長の承認を

受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 

⑴ 中山町開業チャレンジ補助金変更（取下げ）申請書（様式第５号） 

⑵ 開業計画書（様式第２号） 

⑶ 収支予算書（様式第３号） 

⑷ その他町長が必要と認める書類 

３ 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等を審査

し、変更を認めたときは、中山町開業チャレンジ補助金交付（変更・取下げ）承

認決定通知書（様式第６号）により通知するものとする。 

（補助金の交付決定等の通知） 

第９条 規則第８条及び第１０条第３項に規定する交付決定等の通知は、中山町開

業チャレンジ補助金交付（変更・取下げ）決定通知書（様式第６号）によるもの

とする。 

（補助金の概算払） 

第１０条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。 

２ 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、中山町開業チャレン

ジ補助金概算払請求書（様式第７号）を提出しなければならない。 

３ 概算払を請求できる額は、交付決定を受けた補助金額の１０分の６以内とする。 

（実績報告） 

第１１条 補助金の交付決定を受けたもの（以下「補助事業者」という。）が、補

助事業を完了したときは、実績報告書（様式第８号）に次の各号に掲げる書類を

添付し、補助事業の完了の日から３０日を経過する日又は補助事業が完了した翌

年度の４月５日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。 

⑴ 実績報告書（様式第８号） 

⑵ 収支決算書（様式第３号） 

⑶ 補助対象経費に係る領収書等の写し 

⑷ 補助事業の実施状況が分かる契約書、写真及び資料 

⑸ 開業したことを証明する書類 

⑹ その他町長が必要とする書類 



（補助金額の確定の通知） 

第１２条 町長は、規則第１５条に規定する補助金の額の確定の通知は、中山町開

業チャレンジ補助金額確定通知書（様式第９号）によるものとする。 

（不当利得の返還） 

第１３条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、

交付を行った補助金の返還を求めるものとする。 

（財産の管理） 

第１４条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以

下「取得財産」という。）について、補助事業の完了後も善良な管理者の注意を

もって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければなら

ない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産管理台帳（様式第１０号）を備

え、適切に管理しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１５条 取得財産（取得価格又は効用の増加額が１件５０万円以上の機械及び器

具）は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）

に規定する年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目

的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。 

２ 前項の規定により町長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書（様

式第１１号）に取得財産管理台帳（様式第１０号）及び理由書を添えて町長に提

出しなければならない。 

３ 町長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金

額を町に納付させることができる。 

（帳簿の備付等） 

第１６条 規則第２１条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度か

ら起算して５年間保管しなければならない。 

（雑則） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、

町長が別に定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

（中山町開業支援事業補助金交付規程の廃止） 

２ 中山町開業支援事業補助金交付規程（令和５年６月２８日告示第６３号）は、

令和８年３月３１日をもって廃止する。 

（経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前に令和４年度中山町開業支援事業補助金交付要綱第９

条及び中山町開業支援事業補助金交付規程第９条により交付決定された補助金に

ついては、この告示の施行後も、なお従前の例による。 

別表１（第３条関係） 

日本標準産業分類の以下の⑴及び⑵を除いたすべての業種 

⑴ 大分類 「Ａ 農業、林業」、「Ｂ 漁業」、「Ｐ 医療、福祉」、「Ｑ 

複合サービス事業」、「Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）」

及び「Ｔ 分類不能の産業」 

⑵ 中分類以下 「大分類Ｊ 金融業、保険業のうち、小分類674 保険媒介代理

業、675 保険サービス業以外」、「大分類Ｍ 宿泊業、飲食サ

ービス業のうち、小分類766 バー、キャバレー、ナイトクラ

ブ」、「大分類Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業のうち、小分

類803 競輪・競馬等の競走場、競技団、細分類8064 パチンコ

ホール、8094 芸ぎ業、細分類8096 娯楽に附帯するサービス

業」、「大分類Ｏ 教育、学習支援業のうち、中分類81 学校

教育」 

別表２（第５条関係） 

経 費 内 容 

⑴ 設備購入費 

内外装工事、機械設備等 

・税込み１０万円以上の事業に専用するものに限る 

・町内に設置又は保管するもの 

⑵ 備品購入費 
工具器具、備品、特定業務用ソフトウェア、パソコン、

タブレット、スマートフォン等 



・税込み２万円以上の事業に専用するものに限る 

・町内に設置又は保管するもの 

⑶ 官公庁等申請費 

法人設立登記、定款認証、営業許可、知的財産権出願料

等 

・事業に必須なもの 

⑷ 保険料 

火災保険、地震保険、賠償責任保険等 

・交付決定日から開業日までの相当月数分に限る 

・事業専用部分に限る 

⑸ 広報費 
名刺制作、ホームページ制作・開設、パンフレット制作、

ロゴデザイン制作等 

⑹ その他町長が必要と認める経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第７条関係） 

第     号   

年  月  日   

 

 

  中山町長   様 

 

 

申請者 住 所 

氏 名 

 

 

中山町開業チャレンジ補助金交付申請書 

 

 

中山町開業チャレンジ補助金       円を交付されるよう、中山町補助金

等の適正化に関する規則第５条の規定により関係書類を添付して申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第７条、第８条関係） 

 

開業計画書 

 

１ 開業者概要 

（フリガナ） 

氏 名 
 生年月日 年  月  日 

現住所  年 齢 歳 

連絡先 （   ）   － E-mail  

経 歴 

（職歴） 

年 月 略歴・沿革（最終学歴から記載） 

  

  

  

  

  

  

創業塾の修了日 又は、 

特定創業支援事業の証明日 
年  月  日 

 

２ 開業する事業概要 

開業形態 法人 ・ 個人事業主 
法人名 

又は商号 
 

開業住所  

業 種  

資本金（法人） 千円 
開業・設立 

（予定）年月日 
年   月   日 

許可等（許可取得

が必要な場合） 
 

従業員数 人（うち、正社員   人、パート・アルバイト  人） 

開業動機・目的 

 



開業に必要な知

識、技術、ノウ

ハウ等の取得状

況 

 

 

３ 事業内容 ※別紙記載の場合は、その旨を記載すること 

事業内容 

 

取扱いする 

商品・サービス 

 

ターゲット 

 

営業戦略 

 

市場ニーズ 

 

事業の展望 

 



地域貢献性 

 

 

４ 補助対象経費 

設備等名称 金額（税抜） 導入予定時期 使 途 

 円 年  月  

 円 年  月  

 円 年  月  

 円 年  月  

 円 年  月  

 

５ 収支計画（３か年計画） ※別紙記載の場合は、その旨を記載すること 

 初年度 ２年目 ３年目 

売上高 千円 千円 千円 

売上原価 千円 千円 千円 

売上総利益 千円 千円 千円 

販売費及び一般管理費 千円 千円 千円 

営業利益 千円 千円 千円 

主要項目の積算内訳

等 

   

 



６ その他（開業計画に関する補足説明） ※別紙記載の場合は、その旨を記載すること 

 

 

《支援機関記入欄》 

 

本件開業に係る相談業務及び計画策定支援を実施いたしました。 

 

                        年  月  日 

                 支援機関名            ○印  

                     支援担当者 

 

 

 



様式第３号（第７条、第８条、第１１条関係） 

 

収支予（決）算書 

 項 目 予算額 決算額 比 較 摘 要 

収 

入 

自己資金     

借入金     

町補助金     

国・県補助金     

その他     

合 計     

 項 目 予算額 決算額 比 較 補助対象経費の内訳 

支

出 

設備費     

備品購入費     

官公庁等申請費     

保険料     

広報費     

その他     

合 計     

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

 

町税等納付状況確認同意書 

 

  年  月  日  

 

 

 中山町長   様 

申請者 住 所 

氏 名 

 

 

 

中山町開業チャレンジ補助金の交付申請にあたり、町税等の納付状況を中山町長

が閲覧・確認することに同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

  年  月  日  

 

中山町長       様 

申請者 住 所 

氏 名 

 

 

中山町開業チャレンジ補助金（変更・取下げ）申請書 

 

   年  月  日付け  第  号により補助金交付決定があった標記補

助事業について、下記のとおり計画を変更（取下げ）したいので、中山町補助

金等の適正化に関する規則第７条第１項第１号の規定により承認されるととも

に、補助金     円を追加（減額）交付されるよう申請する。 

 

１ 変更（取下げ）の理由及び内容 

 

２ 変更後の開業計画書 

    別紙のとおり（様式第２号を添付すること） 

 

３ 変更後の収支予算書 

    別紙のとおり（様式第３号を添付すること） 

 

 （注） 

１ 収支予算額の変更については、変更したい金額を記載し、その上段に括弧

書きで変更前の予算額を記載すること。 

２ 必要に応じて、工事を要する場合や備品を購入する場合の見積書等を添付

すること。 

３ 補助金の変更交付が不要の場合は、本文中の「下記のとおり計画変更（取

下げ）したいので中山町補助金等の適正化に関する規則第７条第１項第１号

の規定により承認されるとともに、補助金    円を追加（減額）交付さ

れるよう、併せて申請する。」を「下記のとおり計画変更したいので中山町

補助金等の適正化に関する規則第７条第１項第１号の規定により承認され

るよう申請する。」とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第９条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

 様 

中山町長 

 

 

中山町開業チャレンジ補助金の（変更）交付決定について（通知） 

 

 年  月  日付けで申請のあった中山町開業チャレンジ補助金について、中

山町補助金等の適正化に関する規則（以下「規則」という。）及び中山町開業チャ

レンジ補助金交付規程（以下「規程」という。）に基づき、下記のとおり補助金を

交付することに決定したので、規則第８条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の額          円 

 

２ 交付の条件 

⑴ 補助金の交付の対象となる事業は、  年  月  日付けで申請のあった

事業で、その内容は申請書記載のとおりとする。 

⑵ 申請者は、補助事業を中止又は廃止する場合及び補助事業の内容を変更する

場合（補助対象経費の１０分の２を超えない増減を除く）は、あらかじめ町長

の承認を受けなければならない。 

⑶ 事業を完了したときは、完了後３０日以内又は当該年度の４月５日のいずれ

か早い期日までに実績報告書を町長に提出しなければならない。 

⑷ 申請者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類等を、補助事業年度の翌年度か

ら起算して５年間保管しなければならない。 

⑸ 補助事業者は、取得財産（取得価格又は効用の増加額が１件５０万円以上の

機械及び器具）を減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する年数を経

過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。 

⑹ 補助事業者はこの補助金に関しては、規則及び規程に従わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号（第１０条関係） 

 

  年  月  日 

 

中山町長       様 

 

申請者 住 所 

氏 名 

 

中山町開業チャレンジ補助金概算払請求書 

 

 

年  月  日付け  第  号により交付決定のあった補助金について、

概算払を受けたいので、中山町開業チャレンジ補助金交付規程第１０条第２項の規

定により、次のとおり請求します。 

 

請求額                 円 

 

補助金交付決定額            円 
 

＜振込先＞ 

金融機関  
銀行 

 支 店 
農協 

種 別 普通 ・ 当座 口座番号  

フリガナ 

口座名義人 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第１１条関係） 

年  月  日 

中山町長    様 

申請者 住 所 

                             氏 名 

実績報告書 

 

１ 事業概要 

開業形態 法人 ・ 個人事業主 
法人名 

又は商号 
 

開業住所  

業 種  

資本金（法人） 千円 
開業・設立 

（予定）年月日 
年   月   日 

許可等（許可取得

が必要な場合） 
 

従業員数 人（うち、正社員   人、パート・アルバイト  人） 

 

２ 事業内容 ※別紙記載の場合は、その旨を記載すること 

事業内容 

 

取扱いする 

商品・サービス 

 

ターゲット 

 

営業戦略 

 



市場ニーズ 

 

事業の展望 

 

地域貢献性 

 

 

３ 補助対象経費の支払実績 ※領収書及び納品書等の金額・日付等と合致すること 

設備等名称 金額（税抜） 支払年月日 納品・完成年月日 

 円 年 月 日 年 月 日 

 円 年 月 日 年 月 日 

 円 年 月 日 年 月 日 

 円 年 月 日 年 月 日 

 円 年 月 日 年 月 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第９号（第１２条関係） 

第     号 

   年  月  日 

 

          様 

 

中山町長 

 

 

中山町開業チャレンジ補助金額確定通知書 

 

 

年  月  日付け 第  号で交付決定した中山町開業チャレンジ補助金

については、中山町補助金等の適正化に関する規則第１５条の規定により、下記の

とおり額を確定します。 

 

 

記 

 

 

補助金の確定額          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１０号（第１４条、第１５条関係） 

 

取得財産管理台帳 

 

財産名 規格 数量 
単価 

（円） 

金額 

（円） 

取得年 

月日 

耐用 

年数 

保管 

場所 

補助金額 

（円） 
備考 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１１号（第１５条関係） 

 

  年  月  日 

 

中山町長       様 

 

申請者 住 所 

    氏 名 

 

 

財産処分承認申請書 

 

年  月  日付け  第  号をもって交付決定の通知のあった中山町開

業チャレンジ補助金により取得した財産を下記のとおり処分したいので、中山町開

業チャレンジ補助金交付規程第１６条第２項の規定により、承認されるよう申請す

る。 

 

 

記 

 

 

１ 取得した財産の種類・名称 

 

 

２ 取得年月日 

 

 

３ 取得価格及び時価 

 

 

４ 処分の理由 

 

 

５ 処分の方法 
 


